
輸出原木保管等緊急支援事業

＜対策のポイント＞
新型コロナウイルス感染拡大により、中国等への輸出用原木の滞留、資材難による住宅建築の遅れ、さらに経済活動全体の停滞などの影響から、国内外での
木材需要の減少やこれに伴う製材・合板工場の減産、入荷制限等といった事態が起こっており、事業者の事業継続に影響が生じています。 このため、滞留して
いる原木の保管費用等を支援します。

＜政策目標＞
毀損した商流の維持・拡大

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

【令和２年度補正予算額 ９９１百万円】

○ 輸出原木保管等緊急支援事業

輸出や国内工場へ出荷ができず、一時保管場所に滞留している原木の保管費用や、一時

的な保管場所を利用するための運搬経費、借地料、長期保管が必要となったために発生す

る防腐処理費用等の掛かり増し費用を支援します。

＜事業の流れ＞

民間団体 林業経営体等
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［お問い合わせ先］林野庁木材産業課（03-6744-2293）


